
 
 

 

 

 

地域振興課 

 

 

ＮＰＯ活動助成事業 

 

みなとパートナーズ基金を活用し、区内で活動する N PO やボランティア団体

が行う 公益活動に対し、その経費の一部を助成します。 

 

１ 助成対象 

 特定非営利活動促進法（平成 10 年法律第 7 号）の規定に基づき設立された

特定非営利活動法人及び公益活動を目的とする団体（法人を除く 。） 

 

２ 事業の実施状況 

年度 
単独事業 協働事業 

合計（円） 
団体数 助成額（円） 団体数 助成額（円） 

2 7  6  1, 5 16 , 0 0 0  0  － 1, 5 16 , 0 0 0  

2 8  9  2 , 7 2 9 , 0 0 0  0  － 2 , 7 2 9 , 0 0 0  

2 9  6  2 , 2 9 8 , 0 0 0  1 2 4 4 , 0 0 0  2 , 5 4 2 , 0 0 0  

3 0  6  2 , 2 4 1, 0 0 0  0  － 2 , 2 4 1, 0 0 0  

元※ ５ 1, 0 4 2 , 0 0 0  0  － 1, 0 4 2 , 0 0 0  

※令和元年度は５ 団体に 助成を 決定し ま し た が、１ 団体から 助成対象事業

  中止承認申請書が提出さ れ、 こ れを 承認し ま し た 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 港区基本計画・ 港区実施計画（ 素案） 140、 141 頁）  
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